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再
保
険
形
態
ρ〉

究

極

的

後

展

-

|

損

害

超

過

額

再

保

険

の

吟

味

|

|

佐

I皮

d三=-
旦

."司、

捕
響
調
組
欄
再
保
帥
の
純
生
ま
で

再
保
険
形
態
の
稜
展
過
程
に
於
て
前
世
紀
の
二
十
年
代
に
劃
紀
的
飛
躍
が
途
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
特
別
再
保
険

-千
(
ま
た
は
任
意
再
保

険
)
の
一
部
が
形
を
愛
へ
て
一
般
再
保
険
(
主
た
は
義
務
再
保
険
)
と
し
て
の
姿
を
現
は
し
た
と
き
で
あ
る
。
而
し
て
、
同
じ
く
一
般
一
再

保
険
に
属
す
る
も
の

L
う
ち
で
も
、
超
過
額
再
保
険
形
態
先
づ
起
り
、
比
例
再
保
険
形
態
と
れ
に
次
い
で
描
出
生
し
た
。

一
般
再
保
険
形
態
特
に
超
過
額
再
保
険
形
態
か
ら
研
究
を
始
め
て
行
か
う
。

マ
イ
ナ
ル
デ
イ
は
、

超
過
額
再
保
険
形
態
よ
り
も
比
例
再
保
険
形
惑
の
方
が
早
〈
愛
生
し
た
と
言
ふ
。
併
し
、

私
は
こ
れ
に
は
反
封
で
あ
る
。
と
言

ふ
の
は
、
今
日
空
で
得
ら
れ
る
限
り
の
最
も
古
き
E
し
き
資
料
に
依
れ
ば
、

と
L
で
は
、

一
八
一
二
年
十
二
月
パ
リ
と
プ
ラ
ヴ
セ
ル
と
の
問
に
始
め
て
成
立
し
た
る

一
般
・
義
務
再
保
険
は
超
過
額
形
態
を
探
っ
て
現
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

グ
ウ
ル
シ

((ソ

C
Z『
円
三

は
、
超
過
額
再
保
険
形
態
を
評
し
て
、
再
保
険
形
態
の
う
ち
で
「
最
も
純
粋
な
る
、

存
保
険
形
態
の
究
極
的
愛
展

第
四
十
六
巻

七

プむ

第
五
控

最
も
京
確
た
る
、
最

七
九

R. l¥Iainardi， Die Ruckversicherung， 叩25"S. 30. 
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再
保
険
形
態
の
究
品
開
的
褒
展

第
四
十
六
巻

七

。
第
五
貌

^ O 

も
道
徳
的
な
る
、
最
も
よ
く
す
ぺ
て
の
心
配
を
取
除
い
て
央
れ
る
も
の
」
と
一
7

一
口
ふ
。
同
様
の
讃
鮮
は
多
数
の
息
子
者
か
ら
も
輿
へ
ら
れ

起
過
額
形
態
は
再
保
険
に
於
け
る
技
術
的
極
致
(
一
一
品

F
E
E
-
R
p
z
c
L
)
と
ま
で
一
一
一
一
口
ば
れ
て
ゐ
る
。

て
居
り
、

一
般
に
、

可
た
亡

イ

j

i

さ
う
で
あ
る
か
。
通
説
に
従
っ
て
こ
れ
に
答
ふ
れ
ば
、
超
過
甜
再
保
険
に
て
は
一
定
危
険
の
一
冗
受
保
険
金
額
が
元
受
保
険
者
の
一
定

保
布
限
度
を
飽
過
す
る
と
き
そ
の
混
過
繍
が
一
般
的
に
再
保
除
さ
れ
る
と
と
を
特
質
E
F
一
ナ
る
。
故
に
、
之
に
よ
っ
て
、
再
保
険
の
本

、
、
、
、
、
、
、

質
的
目
的
た
る
危
険
の
午
均
を
達
成
す
る
に
最
も
有
殺
な
る
方
法
の
一
っ
た
る
保
険
金
板
の
平
均
が
最
も
ん
口
出
的
に
質
現
さ
れ
得
る

か
ら
で
あ
る
。
例
へ
ば
、

と
L
K
一
千
個
の
建
物
が
あ
り
、

そ
の
う
ち
九
百
九
十
九
個
は
保
険
金
額
一
千
圏
、
残
り
の
一
個
は
一
高

国
で
あ
っ
て
、
保
険
料
率
は
一
千
闘
に
つ
き
一
固
と
す
る
。
し
か
る
と
き
.
保
険
者
の
保
険
料
牧
入
は
一
、

0
0九
闘
と
な
る
。
ム
」
と

ろ
で
、
確
災
は
保
険
料
率
通
り
に
発
生
し
て
建
物
一
千
個
の
う
ち
一
個
が
全
焼
し
た
と
↓
一
一
ロ
ふ
揚
合
、
若
し
そ
の
慨
災
が
保
険
金
額
一

千
園
の
建
物
に
つ
い
て
起
る
友
ら
ぽ
、
保
険
者
は
牧
入
保
険
料
で
十
分
堤
補
が
出
来
る
。
け
れ
ど
も
、

一
一
周
囲
の
建
物
が
全
焼
し
た

と
す
る
怠
ら
ば
牧
入
保
険
料
で
は
不
足
す
る
。

と
の
好
ま
し
か
ら
ざ
る
結
果
は
如
何
に
し
て
防
ぎ
得
る
か
。
保
険
合
額
の
卒
均
化
に

侠
つ
の
外
は
な
い
。
か
く
し
て
、

と
L
に
超
過
額
再
保
険
形
態
が
要
請
せ
ら
れ
る
。

だ
が
、
問
題
は
こ
れ
だ
け
で
は
決
し
て
完
全
な
る
解
決
を
告
げ
で
は
ゐ
な
い
。
現
賓
の
損
害
は
必
ず
し
も
過
去
の
経
験
に
基
く
と

と
ろ
の
保
険
料
率
通
り
に
経
過
す
る
と
は
限
ら
た
い
。
保
険
料
率
通
り
に
一
千
個
に
つ
き
一
個
で
危
ぐ
し
て
二
個
の
全
焼
と
し
て
起

る
場
合
も
あ
り
得
る
。
し
か
る
と
き
に
は
、
た
と
へ
超
過
額
再
保
険
に
よ
っ
て
建
物
全
部
の
保
険
令
額
が
一
千
聞
に
平
均
せ
ら
れ
て

ゐ
る
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
保
険
者
は
一
千
国
の
保
険
料
収
入

1
l再
保
険
料
率
は
元
受
保
険
料
率
に
等
し
い
と
す
る

l
lで
二
千
園

を
填
梢
し
た
く
て
は
た
ら
や
、
支
梯
不
能
に
陥
る
。
か
く
し
て
、
問
題
は
超
遁
額
再
保
険
形
態
の
能
力
範
間
外
に
棋
は
る
。

De C.oU'fC'.y， 1.田 deux sorles: des 廿aite!; de ré自らur:tl/"H~e ， 1885， p. 2SB.; 
Mainardi， Ruckv.， S. 30. 
F. Jlerrll'日nnsdorfer，Technik und Bedeutung der R.iickver百icherung，1927， 
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で
は
、
超
過
舗
再
保
険
形
態
に
次
い
で
発
生
せ
る
比
例
再
保
除
形
態
に
依
つ
て
は
如
何
と
言
ふ
に
、
「
そ
と
で
は
何
事
も
達
成
せ

ら
れ
友
い
。
角
険
函
館
の
結
合
関
係
は
何
等
の
鑓
更
も
一
不
さ
な
い
。
危
険
の
す
べ
て
が
一
様
に
た
ピ
一
定
比
率
だ
け
小
さ
〈
在
る
だ

リ
ス
ク

げ
で
あ
る
♂
「
比
例
再
保
険
が
震
し
得
る
の
は
す
べ
て
の
危
隙
を
輩
純
に
細
分
す
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
と
で
は
リ
ス
ク
の
種
組
・
提

容
の
程
』
反
に
ワ
い
て
は
何
等
の
考
慮
も
掛
は
れ
た
い
。
金
制
の
割
合
に
危
険
程
z

反
の
小
な
る
リ
ス
ク
も
、
金
額
の
割
合
に
危
険
程
度

の
仕
方
で
細
分
せ
ら
れ
る
。
」

6

事
賞
、
比
例
再
保
険
に
於
て
は
、
危
険
構
成
に
闘
す
る
限
り
、
奮
態

の
大
友
る
リ
ス
ク
と
全
く
同
一

依
然
突
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

比
例
再
保
険
は
不
買
E
の
再
保
険
形
態
(
巳
コ
。

5
2
r
z
吋

G
E

マ
イ
ナ
ル
デ
ィ
の
如
き
に
よ
っ
て
、

L

Z

M
川区長
5
2
2
2
2
3問
)
と
ま
で
も
訓
訪
さ
れ
る
口
要
す
る
に
、
盟
友
る
比
例
再
保
険
形
態
は
山
首
耐
の
問
題
、
剖
ち
、
保
険
料
率
か

ら
懸
け
は
た
れ
る
損
害
の
経
過
に
針
し
如
何
に
底
す
る
か
の
問
題
に
は
何
時
の
解
決
も
も
た
ら
し
亡
は
呉
れ
芯
い
。

然
ら
ぽ
、
如
何
友
る
方
法
に
よ
っ
て
保
険
脊
は
こ
の
不
安
定
か
ら
救
は
れ
得
る
か
。

超
過
詞
界
川
氏
治
に
も
比
例
一
件

と
h

誌
に
於
て
、

保
険
に
も
非
ざ
る
、
否
、

と
れ
ま
で
の
溌
展
過
程
上
に
あ
る
勃
れ
の
再
保
険
形
態
に
も
非
ざ
る
、
そ
れ
ら
と
は
全
〈
異
る
基
礎
に
立

っ
と
こ
ろ
の
新
形
態
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
私
。
損
害
超
過
額
再
保
険
形
態
、
印
ち
、

と
れ
で
あ
る
。
成
る
程
こ
れ
も
そ
の
名
の
一
不

す
如
く
、
或
る
超
過
額
を
再
保
険
に
附
す
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
だ
が
、

と
れ
は
と
れ
迄
の
一
超
過
額
再
保
険
の
如
く
に
、
一
冗
交
保

険
金
額
が
元
受
保
隙
者
の
保
有
限
度
を
超
過
す
る
と
き
そ
の
超
過
額
を
再
保
す
険
る
の
で
は
な
い
。
保
険
金
補
で
は
な
く
し
て
損
害

額
が
一
定
額
を
超
過
す
る
と
き
そ
の
損
害
額
を
再
保
除
す
る
の
で
あ
る
。
類
似
の
名
を
も
つ
が
雨
者
は
判
然
と
原
則
し
て
置
か
ね
ば

た
ら
な
い
。再

保
険
形
態
の
究
極
的
設
展

第
四
十
六
巻

七
三
一

努
五
競

丹、
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再
保
険
形
態
の
究
品
判
的
設
展

第
四
十
六
巻

七
=
一
二

第
五
説

i¥. 

二
、
損
害
超
過
額
再
保
険
の
概
略

再
保
険
形
態
は
分
知
棋
準
を
異
に
す
る
に
従
っ
て
種
々
各
様
に
隠
別
し
得
る
。

い
ま
、
再
保
険
金
徹
が
一
芯
受
保
険
金
湖
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
ゐ
か
元
交
保
険
の
山
川
容
額
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
か
配
分
類
の
標
準
と
す
れ
ば
.

金
額
界
保
険
(
出
5
5
8
E円
r
z
-
d
E
T

空
白
コ
拘
)

と
山
似
(
刊
一
拘
保
険

一机円一
d

日
4
2
3内
庁
ぐ
巾
「

M
5
5
戸
山
口
四
)
と
の
二
つ
と
な
る
。
例
へ
ば

ーL
t日
本
主
良
両
〉
守
。
、

l
F一
/
ト

Z

E
主
司

-ノ
F-J
イ
阪
ぎ
寄

nvF
ノ

11・
Z
C
7
L
や

闘
を
再
保
険
す
る
と
言
ふ
場
合
は
前
者
で
あ
り
、
禁
生
す
る
で
あ
ら
う
損
害
が
二
え
額
を
超
過
す
る
と
き
そ
の
超
過
損
害
を
再
保
険

者
が
填
補
す
る
と
言
ふ
揚
合
は
後
者
で
あ
る
。
か
〈
言
へ
ば
、
前
者
は
日
常
頻
繁
に
行
は
れ
る
最
も
普
通
の
形
態
で
あ
る
が
、
後
者

は
そ
れ
程
に
は
一
般
化
し
て
ゐ
泣
い
特
殊
の
形
態
で
あ
る
と
と
が
明
か
で
あ
ら
う
。

普
通
一
般
の
再
保
険
形
態
即
ち
金
額
再
保
険
に
於
て
は
、
先
づ
、
再
保
険
金
額
が
元
受
保
険
金
額
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
ま
た
は
幾
許

額
と
し
て
定
め
ら
れ
、
次
に
、

と
の
再
保
険
金
額
と
損
害
頼
と
の
割
合
に
よ
っ
て
再
保
陥
者
の
填
稿
責
任
額
が
決
定
せ
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
再
保
険
者
填
補
額
と
損
害
額
と
の
聞
係
は
謂
は

r
間
接
的
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
、
損
害
再
保
険
に
於
て
は
再
保
険
者
の
填
補

責
任
額
は
一
冗
受
保
険
金
額
と
は
一
一
舷
無
闘
係
に

l
l勿
論
、
超
過
保
険
等
の
揚
ム
ロ
に
は
一
冗
受
保
険
金
額
が
問
題
に
入
っ
て
来
る
が

l

ー
た
Y
損
害
額
の
み
に
よ
っ
で
直
接
的
に
定
め
ら
れ
る
。

と
L

で
は
、
一
冗
受
保
険
者
は
一
定
額
の
損
害
ま
で
は
す
べ
て
自
己
に
於
て

負
携
し
、
損
害
が
こ
の
一
定
額
を
超
過
す
る
に
至
っ
て
始
め
て
そ
の
拐
容
超
過
額
を
界
保
険
者
が
填
杭
す
る
。
か
く
し
て
、
損
害
再

保
険
は
原
則
と
し
て
損
害
超
過
額
再
保
険

(MF，
F
E
r
-
Z
E
E
-
E
5
2
n
T
2
u
E
E
E
R
)
で
あ
る
。

島
宇
号

K
、
損
害
超
過
領
再
保
険
は
一
定
額
を
超
越
す
る
損
害
に
劃
す
る
再
保
険
で
あ
る
。

と
れ
を
ば
一
定
額
を
超
過
す
る
元
受
保
険
金
額
に
封
す



る
存
保
険
即
ち
さ
き
に
述
べ
た
る
特
遁
の
超
過
杭
一
内
保
険
と
泌
同
し
で
は
な
ら
ぬ
。

、
、
.
、

小
品
川
辺
町
超
泡
創
刊
保
険
は
、

金
額
再
保
険
の
一
形
態
1

1
従
っ
て

と
れ
は
正
僻
に
は
金
制
超
過
矧
阿
保
険
(
工
吉
田
己

Z
2
2
x
E
r
z
g
コ
-
7
4
0
2己
目

2
2悶
)

左
前
は
れ
る

1
1ー
で
あ
っ
て
、

と
ふ
に
於
て
問
題
と
す
る
損
告
再

保
険
に
は
崩
し
な
い
。
併
し
、
往
々
、
「
人
々
は
〔
例
へ
ば
ヤ

l
ン
の
如
き
は
J
損
害
超
過
知
再
保
険
を
普
通
の
超
過
領
再
保
険
の
一
穂
、
と
者
倣
し
て
ゐ

る。
が
、
雨
者
は
次
の
知
に
於
て
被
然
と
砥
別
し
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。

持
沼
の
超
過
矧
再
保
険
に
あ
っ
で
は
市
民
生
せ
る
損
害
の
す
べ
て
に
針
し
て

の
大
小
を
問
は
ず
〕

一
冗
受
保
険
者
と
阿
保
険
者
止
が
必
ず
分
推
し
て
琉
柿
に
治
る
。

損
1
n
判
叫
迦
制
山
再
保
険
に
於
7
一
は
損
害
が
、

一
定
抑
制
を

と
こ
ろ
が
、

越
え
ぎ
る
場
合
は
す
べ
で
元
受
保
険
者
の
み
が
単
調
に
杭
柿
の
貨
に
何
じ
、

相
に
常
る
の
」

一
定
問
を
超
過
せ
呂
場
合
に
始
め
て
再
保
険
者
が
そ
の
趨
担
額
に
つ
き
填

な
ほ
、

可
成
り
多
授
の
取
者
、

1'" 
へ
!:f 
へ
，~ 

Y 
ヲ

ド
ノル

ア

f 
、
:11) 

ヤ

:〆
、
，，，，1") τp 

フ'
グ.

ブー

ア1:-))

7) 

立fI
斗

ν立、

明
叫
合
沼
川
相
側
一
円
保
険
世
ば
比
伸
一
一
次
位
除
K
針

す
吾
川
保
険
(
百
-
会
副
作

2
r
7
2
5
h
H
M
E『
2
2古
M
E
L
-
3
}
と
か
町
民
し
て
ゐ
る
。

I
L
h作
h企
川
ノ
明
日
W

I

!

、

一
コ
乙

1i

制
山
内
川
山
一
週
制
再
保
設
に
於
て
は
一
定
側
主
で
の
損
告

は
川
保
険
剥
!
と
関
係
な
〈
泊
F
1
1
月
治
荷
が
同
巾
怖
に
れ
や

-qm十
る
。

山
れ
以
上
山
川
白
山
が
尚
一
川
ー
し
て
桁
め
て
時
保
険
者
め
損
柿
が
問
題
と
な
る
。

と
ろ
で
、
損
害
超
過
街
再
保
険
を
第
二
次
危
険
に
釘
す
る
再
保
険
と
考
へ
る
の
は
、

一
定
額
以
下
の
損
害
に
却
す
る
一
冗
受
保
険
者
の
負
婚
を
第
一
次
危

殴
と
考
へ
、
そ
れ
以
上
の
ね
詐
に
到
す
る
川
保
険
者
向
汽
同
開
を
第
二
次
危
険
L
L
比
除
的
に
考
へ
る
の
で
あ
る
。

と
の
考
へ
方
は
著
し
〈
概
念
の

4-
一.、、

夫
且

混
説
を
招
〈
。

と
言
ふ
の
は
、
持
泊
に
吋
一
山
川
せ
ら
れ
る
第
一
次
危
険
に
到
す
る
保
険
(
ぐ
ミ
=
r
o
E己
均
三
『
の

Z
2
出
E
7
2
)

と
損
寄
超
過
知
再
保
険
と

が
体
行
的
な
形
想
で
あ
る
か
の
如
〈
に
人
々
の
考
ヘ
キ
一
喝
〈
か
ら
で
あ
る
。

説

H

沼
の
第
一
次
危
険
に
到
す
る
保
険
は
、

町
矧
の
如
〈
、
怖
岡
県
出
晴
利
径
の

例
制
に
は
何
邸
干
の
巧
成
も
挑
は
ヂ

l
!
!
一
部
保
険
山
均
介
に
も
保
政
令
制
止
保
険
例
制
と
の
訓
合
に
依
る
こ
と
な
〈

1
i
保
険
金
額
宮
で
は
専
ら
損
害

か
や
う
な
第
一
次
危
険
に
針
ナ
る
保
険
と
損
告
超
過
領
再
保
険
と
は
何
等
の
聞
係

も
あ
り
符
な
い
の
で
あ
る
。
制
似
内
山
一
円
明
治
山
使
川
か
ら
来
る
成
合
引
出
向
は
努
あ
て
こ
れ
を
避
け
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。

額
を
保
険
者
の
棋
納
責
任
領
L
L
寸
る
同
均
約
形
壊
で
あ
る
。

だ
か
ら
、

れ
利
害
超
過
知
一
件
保
険
は
一
守
れ
て
大
抗
日
刊
包
地
対
再
保
険
(
一

2
一白山{三》
7
2
2
5
-
E
z
-
-
z
η
-
2
3
2
三
5
ロ
一
元
)
と
年
目
同
中
一
一
向
超
過
制
再
保

険

(cgn一E
ロω}
戸}】目。
ω
C
L
c
-
'
「
お
一
】
弓
訟
円

T
E一2
5
T量一
2
Z
2
-
E
h
ケ

2u-己
主
吉
元
)
と
な
る
。

前
者
に
於
て
は
一
同
の
操
幹
事
故
に
よ
ハ

J

再
保
険
形
態
の
究
品
川
向
後
民

第
四
十
六
巻

第
五
旋

丹、

←b 

「モ
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再
保
険
形
態
白
究
円
相
的
後
民

第
四
十
六
巻

i¥. 

I'B 

第
主
披

七

I'B 

て
後
生
す
る
損
害
額
が
問
題
と
た
る
に
反
し
て
、

後
者
に
於
て
は
一
器
全
年
史
内
に
愛
生
す
る
す
ぺ
つ
の
抗
容
。
組
制
が
問
題
と
た

る
。
元
受
保
険
者
は
、
爾
徐
の
諸
物
件
の
損
害
経
過
は
極
め
て
順
制
な
る
に
拘
ら
や
、
た
ピ
一
同
の
事
故
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
大

拐
容
の
た
め
に
、

袖
胤
備
計
算
(
〈
口
3
5
F弓
与
口
里
町
)
が
根
と
そ
ぎ
愛
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
ロ

か
t
A

る
正
常
山
容
よ
り
の
偏
侍
か
ら

保
険
者
を
護
る
の
が
た
れ
待
相
間
過
相
川
保
険
の
附
州
市
で
あ
る
o

し
か
る
に
、
年
山
川
中
品
川
超
過
制
再
保
険
に
あ
っ
て
は
更
に
徹
底
し
て
ゐ

る
。
と

k

で
に
、

一
一
間
限
り
の
保
険
事
故
か
ら
殺
生
す
る
大
山
川
汗
ば
か
り
吃
な
く
、

狗
立
せ
る
多
数

ω
事
故
に
』
二
世
中
小
叫
訓
告

川
河
口
H
F
↑

」

1一
l

一
正
受
保
険
者
そ
支
捌
不
能
に
陥
ら
し
め
る
も
の
に
単
に
人
目
に
立
つ
一
同
限
り
の
大
お
容
だ
け

f
l
l
人
々
は
よ
〈
さ
う
考
へ
た
が
る
も
の
で
あ
る
が

1

1
と
は
限
ら
友
い
。

-
も
再
似
険
者
填
引
の
劉
象
と
な
る
。

一
定
期
聞
に
於
け
る
中
小
損
害
の
彩
し
き
頻
繁
に
よ
っ

て
も
起
り
得
る
。
か
く
て
、

一
管
来
年
度
内
に
於
け
る
大
中
小
含
め
て
の
綿
損
害
の
、

五
常
損
害
よ
り
の
偏
傍
に
劉
底
ナ
る
の
が
年

目
損
害
超
過
制
再
保
険
で
あ
る
。

一
年
聞
の
鳩
山
保
存
を
劉
象
と
す
る
の
故
に
そ
れ
は
ま
た
総
指
守
超
過
制
再
保
険

(
Q
E
P
E
Z
円
『
色
。
干

m
M
N
m
斗ぬロ円。ロ『巴ロ-れぞ
m
E
{
円一
w
O
『ロ
p
k

-R-h
昨
ば
れ
る
。

↑
損
害
超
過
領
再
保
険
の
針
象
と
す
る
そ
の
損
生
超
過
額
は
、
先
づ
、
元
受
保
険
者
の
損
害
持
分
納
(
目
。
-
Z
L
E
乞

E
r
r
t
c
の
決
定
に
よ
っ
て
定

主
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
資
際
上
の
多
〈
の
場
合
、
た
い
λ

一
ウ
の
紹
釣
金
額
の
設
定
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
が
、
ま
た
他
方
、
拍
中
首
相

の
大
き
さ
に
つ
れ
で
超
過
何
聞
の
階
段
を
設
け
る
こ
と
も
あ
る
。
判
へ
ば
、
ベ
ル
ク
シ
ユ
ト
レ
ー
サ
ア
(
出
。
円
mu芹

Harn『
)
に
依
る
次
表
の
如
き
超
担
額
分

散
階
段
(
何
目
立

E
甘口

F
4
2
E
]
E同
E
S
F
)
が
、
そ
れ
で
あ
る
凶

)
 

に
超
過
額
の
設
定
に
闘
し
て
述
べ
た
序
に
引
用
し
た
い
の
は
ヱ

l

レ
ン
ベ
ル
ク
で
あ
る
。
被
は
著
「
再
保
険
諭
」
に
於
て
次
の
や
う
に
設
〈
。
「
遺

憾
な
こ
と
で
あ
る
が
、
保
険
者
は
時
折
り
年
包
括
保
険

(
T
-
=
?官
E
ら
己

5
2一の宮
=Em)
の
契
約
に
感
請
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
於
て
は
、
一
般
に
、
輪

、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、

加
さ
れ
る
遅
浩
口
聞
を
抑
保
す
る
の
で
は
な
〈
し
て
、
た
ピ
設
生
す
る
損
害
の
み
を
弄
慮
し
、
そ
の
損
害
は
そ
れ
が
穂
保
険
金
制
に
詮
ず
る
ま
で
は
ず
っ

Cruciger， RV  von heute， S. 293. 
Thorin， rea.ssu日 nce.，p・42・・ Schloemer課、 s. 6，. 
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超過額

..・ a・100;ヲ正

100，000.... 

luO，OOI .-- 200，000 

200，001 ._- 300，000・-

300，001 ._- 400，000 
，00，001 ._- 600，000 ・ー .... 

G()O，001 --- 000，000..... 

'，)00，001一一一1，，)00，000." 

t，500，口01J.'.U二

T
と
令
部
文
抑
ふ
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
純
白
保
険
は
邪
道
の
保
険
と
言
っ
て
よ
か

ら
う
。
邪
道
と
一
百
ふ
だ
け
で
は
言
ひ
足
り
な
い
。
こ
の
捕
刊
の
保
険
が
豆
長
正
銘
の
賊
博

に
な
る
の
は
誠
に
特
易
で
あ
る
。
紙
一
重
の
距
り
し
か
な
い
。
即
ち
、

一
般
に
は
年
保

50;，，6 

損害超過額分散階段表

額

RM 
30，000 
50，000 

険
金
額

(
H
p
r
耳目

4
2
2己
百
円
ロ
ヨ
岡
田

Z
E
E
m
)
に
つ
い
て
は
少
し
も
約
』
足
せ
ず
、
た
H
h

年

保
険
料
初

G
己
=
E
l可
『
山

EHm)
の
み
を
約
定
し
、
と
れ
に
封
す
る
〔
反
割
〕
給
付
と
し
亡

保
険
者
が
官
訪
問
保
険
期
間
中
に
抽
出
生
す
る
損
告
の
す
べ
て
を
填
補
す
る
と
止
を
契
約
ナ

る
か
ら
で
あ
る
。
」

こ
れ
に
依
喜
正
、

ヱ
I

レ
ン
ベ
ル
ク
は
、
保
険
金
額
に
つ
い
て
少
し
も
約
定
せ
ず
た

害
[
一、a

-

n
u
R
1
 

4
中
山

A
U

A
U
 

A
U
 

O
割

30，001 一一-

;)0，001 一一

k
保
険
料
だ
け
を
約
定
す
る
再
保
険

1
|彼
は
再
保
険
形
態
円
一
つ
と
し
て
し
し
症
の
年

旬
結
保
険
を
摂
げ
て
ゐ
る

1
l
E邪
v
u
c
保
険
ま
た
は
腕
博
矧
似
の
も
の
主
解
ナ
品
。

よ
っ
て
、
彼
は
、
如
何
に
も
保
険
金
制
に
つ
い
て
約
定
し
な
い
再
保
険
、
従
っ
て
、
こ

L

に
謂
ふ
損
害
超
過
街
再
保
険
を
ば
、
保
険
と
し
て
否
認
し
て
ゐ
る
か
の
如
〈
で
あ
る
。
併
し
、
正
し
〈
は
さ
う
で
な
い
。
吟
味
し
て
行
か
う
。

先
τ， 

彼
の
取
り
る
げ
た
再

こ
れ
に
謝
ナ
る
私
の
結
論
的
意
見
を
陳
べ
る
な
ら
ば
、
私
は
ヱ

1
レ
V

ベ
ル
ク
の
主
張
に
全
〈
の
賛
同
を
寄
せ
る
も
の
で
あ
畠
。

保
険
形
態
に
於
て
は
、

た
ピ
保
険
料
額
を
史
的
る
だ
け
で
、
他
方
、
填
補
制
の
限
度
に
闘
し
て
は
保
険
金
額
に
つ
い
て
も
損
告
知
に
つ
い
て
も
約
定
し

で
ゐ
な
い
。
給
付
限
度
を
定
む
る
の
み
で
反
謝
給
付
は
無
限
の
披
が
り
を
有
し
て
ゐ
る
。
給
付
と
反
剖
給
付
と
の
間
の
傾
倒
閥
係
は
甚
だ
し
〈
不
限
定

で
傍
倖
性

E
帯
び
で
来
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
賭
博
に
類
似
し
て
来
る
。
と
こ
ろ
で
、

注
意
す
べ
き
は
、

ヱ
I
レ
シ
ベ
凡
ク
の
問
題
と
す
る
と
の
再
保

険
形
態
は
全
部
再
保
険
に
属
す
る
。
そ
れ
が
-
常
該
保
険
期
間
中
に
愛
生
す
る
損
害
の
す
べ
て
を
填
補
す
る
-
か
ら
で
あ
る
。

而
し
て
、

そ
れ
が
特
に

全
部
再
保
険
に
属
す
る
が
故
に
、
か

L
る
賭
博
矧
似
の
性
質
を
生
ぜ
し
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
(
と
は
一
一
日
へ
、
私
は
全
部
再
保
険
一
般
を
賊
博
類
似
と
言

ふ
の
で
は
勿
論
な
い
。
特
に
ヱ

l

レ
ン
ベ
ル
ク
自
問
題
と
す
る
場
合
に
の
み
限
っ
て
き
う
言
ふ
の
で
あ
る
O
)

何
ん
左
な
れ
ば
、
た
と
へ
そ
れ
が
保
険
金

再
保
険
形
態
の
究
秘
的
愛
展

第
四
十
六
巻

七

互乙

第
五
披

i¥ 

五
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再
保
険
形
態
の
究
栂
的
没
展

第
四
十
六
巻

七

ノ、

第
主
税

八
六

る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

た
ど
一
つ
損
告
超
過
矧
さ
へ
規
定
し
て
世
け
ば
再
保
険
者
の
棋
制
限
度
が
由
、
U
定
的

b
れ

、

、

別

、

.

、

、

z
l
レ
ン
ベ
ル
ク
が
賭
博
矧
似
と
難
ピ
た
の
は
訓
ほ
ピ
山
調
書
一
全
部
百
円
保
険
で
あ
っ
て
損
生
円
超
過
側
内
保
険
な
白
で
は
な

額
に
つ
い
て
全
く
約
定
し
な
い
年
包
括
契
約
で
あ
っ
て
も
、

い
。
か
〈
し
て
、

」
の
問
題
か
、
b
~泊
日
々
が
皐
び
得
た
る
は
、

損
害
再
保
険
が
民
主
な
る
保
険
た
る
が
斜
め
に
は
、

そ
れ
が
、
必
ず
、
愛
生
せ
る
損
害
い
の

一
部
|
|
例
へ
ば
超
過
額
ー
ー
を
填
補
す
る
も
の
で
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
と
言
斗
と
と
で
あ
る
。

-
h
レ一土、

l

J

i

 

指
持
超
越
剣
一
内
川
肝
険
の
考
察
に
常
づ
て
特
に

世
お
す
べ
き
重
要
な
る
事
項
で
あ
る
む

(三)
な
伺

阻
害
組
出
叫
航
可
保
険
の
概
訟
を
絡
へ
る
に
払
づ
て
倒
れ
て
枕
せ
た
い
の
は
今
七
ト
-
一
ザ
同
一
日
訊
ム
W
L

を
泊
河
一
モ
ヌ
島
民
業
体
除
u
陪

E
あ
る
ο

こ
山

法
律
の
第
二
章
は
農
業
再
保
険
に
関
し
て
規
定
す
る
。

先
づ
、

第
七
十
傑

農
業
保
険
組
合
ガ
農
業
保
険
ノ
引
受
ヲ
処
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之

-
N
P
テ
農
業
保
険
組
合
聯
合
合
同
ト
組
合
ト
ノ
附
-
一
再
保
険
関
係
成
立
ス

ル
モ
ノ
ト
ス

聯
合
曾
卜
組
合
ト
ノ
問
-
一
再
保
険
関
係
成
立
シ
グ
ル
ト
キ
ハ
之
主
凶
ツ
テ
政
府
卜
聯
合
合
卜
ノ
問
一
二
丹
保
険
関
係
成
立
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

と
規
定
し
、
農
業
保
険
契
約
が
成
立
す
れ
ば
、
常
然
に
、
農
業
保
険
組
合
と
農
業
保
険
組
合
聯
合
舎
と
の
問
に
第
一
次
再
保
険
闘
係
が
、
そ
し
て
夏
陀
、

農
業
保
険
組
合
聯
合
舎
と
政
府
と
の
問
に
第
二
次
ま
た
は
複
再
保
険
闘
係
が
成
立
す
る
機
構
に
な
ワ
て
ゐ
る
。
と
と
ろ
で
注
回
す
べ
き
は
次
の
第
七
十

一
保
管
七
十
二
線
で
あ
る
。

第
七
十
一
線

農
業
再
保
険
ノ
再
保
険
金
額
ハ
農
業
保
険
組
合
聯
合
曾
ノ
行
フ
再
保
険
一
で
花
P
一
ア
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
-
一
依
リ
元
受
保
険
金
額
ノ
一

定
割
合
三
利
常
ス
ル
金
額
ト
シ
政
府
ノ
行
フ
再
保
険
-
一
在
り
テ
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
り
聯
合
品
目
ノ
純
再
保
険
金
額
中
異
常
災
害
-
一
…
到
底
ス
ル
金
額

ス第
七
十
二
傍

政
府
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
=
依

H
農
業
保
険
組
合
聯
合
曾
ノ
農
業
保
険
組
合
二
割
ス
ル
支
抑
再
保
険
金
ガ
聯
合
合
ノ
純
再
保
険
金
額

中
ノ
一
定
額
ヲ
超
過
シ
ダ
ル
場
合
-
一
一
於
テ
再
保
険
金
ヲ
文
抑
フ
モ
ノ
ト
ス

こ
れ
を
見
る
と
、
第
一
次
再
保
険
は
却
は
ゆ
る
比
例
再
保
険
を
採
る
が
、
第
二
次
の
、
農
業
保
険
組
合
聯
令
舎
と
政
府
と
の
聞
の
再
保
険
は
損
害
超



過
額
再
保
険
で
あ
る
。
た

v
規
定
が
鎗

p
に
簡
草
哩
あ
っ
て
、

こ
れ
だ
け
で
は
大
損
害
超
過
額
再
保
険
な
る
か
年
損
害
超
過
額
再
保
険
な
る
品
ピ
河
然

し
な
い
。
恐
ら
〈
政
府
と
し
て
は
年
損
害
超
過
領
再
保
険
形
態
を
意
圃
せ
る
も
四
と
思
は
れ
る
が
。

要
す
る
に
、
今
日
、
我
が
困
で
は
民
間
の
替
利
保
険
事
業
に
於
で
も
損
害
超
過
領
再
保
険
の
殆
ん

y-
行
は
れ
て
ゐ
な
い
と
こ
ろ
へ
、

こ
の
新
し
い
再

保
険
形
態
を
、
近
〈
行
は
れ
ん
と
ず
る
農
業
保
険
に
於
て
然
か
も
政
存
を
絞
替
主
控
と
す
る
農
業
再
保
険
に
於
て
、
見
出
す
こ
と
は
正
に
注
目
ナ
ベ
き

で
あ
る
。

一回一、
損
害
超
過
額
再
保
険
の
吟
味

と
れ
誌
の
線
描
に
於
て
私
は
、
損
害
超
過
繍
再
保
険
に
よ
れ
ば
す
ぺ
で
が
解
決
さ
れ
局
、
従
来
の
一
件
保
険
形
態
の
い
づ
れ
も
が
解

き
得
た
か
っ
た
困
難
も
損
害
超
過
斜
再
保
漁
に
依
る
と
き
は
容
易
に
打
開
さ
れ
得
る
か
の
如
〈
、
説
い
玄
米
た
。
併
し
.
勿
論
、

れ
は
一
一
路
の
綾
蓮
に
と

F
ま
る
。
損
害
超
過
額
再
保
険
形
態
の
包
蔵
す
る
特
秀
貼
を
先
づ
讃
者
に
理
解
せ
し
め
ん
が
矯
め
に
、
斯
や

う
な
説
明
方
法
を
採
り
た
る
に
遁
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
以
上
の
一
熔
の
絞
漣
を
了
へ
た
る
五
口
々
と
し
て
は
、
営
然
、
次
の
考
察
と
し

て
、
と
の
新
し
い
再
保
険
形
態
へ
の
冷
静
た
る
吟
味
に
向
は
ね
ば
た
ら
ぬ
。

上
来
逃
べ
た
る
以
外
に
損
害
超
過
額
再
保
険
は
も
う
一
つ
白
特
秀
貼
を
も
っ
。

そ
れ
は
人
々
の
屡
々
強
制
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

こ
の
形
態
に
於

け
る
島
理
が
極
的
て
簡
便
で
著
し
〈
業
務
費
を
節
約
し
得
る
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
、

と
の
形
態
で
は
再
保
険
者
へ
の
一
々
の
通
告
は
不
要
で
あ

る
o

年
四
阿
ま
た
は
た

γ
一
問
、
保
険
料
並
び
に
損
害
沼
知
を
し
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
。
殆
ん
vc
す
べ
て
の
取
引
は
帳
簿
の
上
吉
行
は
れ
る
。
そ
れ
は
普

通
D

一
般
再
保
険
に
属
す
る
ど
の
形
態
に
於
け
る
よ
り
も
簡
便
で
あ
る
。

ん
で
用
ひ
ら
れ
た
の
は
こ
の
黙
に
基
〈
、
と
さ
へ
謂
は
れ
て
ゐ
&
。

事
賞
、

と
白
損
害
超
過
額
再
保
険
が
ド
イ
ツ
で
イ
ン
フ
ラ
チ
オ
ン
時
代
に
好

と
と
ろ
で
、
吟
味
の
第
一
は
、
損
害
超
過
額
再
保
険
が
競
っ
て
立
つ
統
計
数
撃
的
慕
礎
に
つ
い
て

Y
あ
る
。
損
害
超
過
額
再
保
険

再
保
険
形
態
の
究
極
的
愛
展

第
四
十
六
巻

七一一一七

第
五
貌

丹、

七

と

P 

バ

T echnik.， S. 75・21 II;!rrn:lannsdorfe r， Cruci耳er，RV von heute， S. 293・
Thorin， reas!iurance.， p・36，4 1• 

18) 



再
保
険
形
態
の
究
放
的
遊
民

第
四
十
六
巻

七
三
八

第
五
掠

}¥ 

i¥ 

は
、
先
づ
、
或
る
保
険
者
に
つ
き
長
年
月
聞
に
亙
る
統
計
資
料
に
基
い
て
正
常
損
害

2
2
E
P
-
E
E
L
S
)
の
制
佐
決
定
し
、

こ
れ
か

ら
の
偏
傍
を
超
過
損
害

(czzngLEd)
と
占
有
倣
し
、

一
般
に
こ
れ
を
一
件
保
険
者
填
梢
の
針
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
と
ら
で
、

問
題
は
正
常
損
害
の
大
き
さ
が
来
し
て
数
皐
的
統
計
的
に
正
し
く
決
定
さ
れ
得
る
や
否
や
で
あ
る
。
既
に
正
常
損
害
並
び
に
偏
傍
が

問
題
と
な
る
以
上
、
数
皐
上
の
詔
は
ゆ
る
誤
差
法
則
に
倹
た
ね
ば
注
ら
た
い
。
而
し
て
、
判
決
井
一
法
服
は
一
定
の
前
回
同
傑
件
の
下
に
の

み
成
立
し
得
る
。
保
険
忙
於
て
は
と
の
前
提
保
件
は
も
て
危
険
の
一
大
政
、
二
、
危
険
相
官
」
の
狽
立
、

一
一
一
、
保
険
金
額
の
同
て
問
、

危
険
金
額
の
大
小
と
損
害
率
と
の
無
関
係
、
五
、
心
践
的
作
用
の
骨
無
、
六
、
極
め
て
正
確
た
る
長
期
統
計
の
存
在
、
等
h

と
し
て

現
は
れ
る
。
然
る
に
、
現
賓
に
は
こ
の
前
提
の
敦
れ
を
も
十
分
に
は
某
し
得
左
い
の
が
常
で
あ
る
。
乙
の
揚
合
、

ト

l
-
7
ン
は
「
以

土
の
前
提
保
件
の
若
干
は
管
際
に
は
と
れ
を
満
足
す
る
こ
と
を
得
た
い
。
従
っ
て
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
慎
重
に
針
庭
し
、
所
要
の
、

長
期
に
亙
る

E
確
友
る
、
・
統
計
を
整
備
し
た
る
後
、
始
め
て
、
と
の
法
則
が
火
災
危
険
を
完
全
に
支
配
し
得
る
さ
一
言
ふ
ぺ
き
だ
ら
う
。

mv 

乙
の
留
保
の
下
に
、
五
口
々
は
と
の
新
し
き
保
険
形
態
に
賛
同
を
寄
せ
る
o
」
と
言
ふ
。
だ
が
、
保
険
特
に
財
産
保
険
に
於
て
は
、
上
の

目

前
提
依
件
の
十
分
た
る
満
足
は
|

1
事
賞
、
再
保
険
そ
の
も
の
が
、
既
に
考
察
し
た
る
如
く
、
と
れ
九
僚
件
の
満
足
の
た
め
に
不
可

快
左
手
段
と
し
て
要
請
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
1
J
i
賓
際
に
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
、
吾
k

と
し
て
は
そ
の
統
計
数
皐

的
考
へ
方
そ
れ
自
植
に
封
し
て
は
少
し
も
異
論
を
狭
む
も
の
で
は
友
い
が
、
賢
際
に
於
け
る
遁
用
ム
」
言
ふ
黙
に
た
る
と
、
と
の
新
し

ト

l
ラ
ン
の
言
ふ
「
留
保
」
は
賓
際
問
題
と
し
て
は
永
久
に
課
せ
ら
れ

き
再
保
険
形
態
の
数
力
に
十
全
な
る
信
頼
を
置
き
晶
訊
ね
る
。

た
る
留
保
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

町

併
し
、
苦
h

は
と
A

で
統
一
宮
叡
皐
的
呆
礎
に
金
一
然
希
望
を
失
ふ
必
要
は
た
い
。
暫
〈
、
火
災
保
険
数
畢
者
P
E
4
ぜ
作
自
動
援
を
聴
か
う
。

19) 20) Thorin， r岳剖suran叩.， p. 39・
21) 佐渡、再保険の経済的本質、経済論叢、 45，6. 
22) Riebesell， Wie beeinflusst.， S. 88 ff. 



於
て
は
そ
の
宮
ミ
常
時
伏
宣
る
。

正
常
な
る
偶
然
法
則
は
謂
は
ゆ
る
ガ
ウ
ス
の
視
差
附
線
と
し
て
現
は
れ
る
。
こ
れ
ほ
正
常
の
保
険
合
祉

(
5
5乙
均
〈
司
員
]
凶

25mω
間
虫
色
丹

ZP)
に

い
+
気
、

年
平
均
損
害
円
か
ら
の
偏
差
を
惹
起
す
作
用
が
完
全
な
る
偶
然
に
左
右
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
第
一
闘
が
獲
ら

れ
る
。
己

L

で
は
、
各
年
の
損
害
率
(
損
害
填
補
額
・
謝
・
保
険
金
額
の
千
分
の
比
)
が
計
算
さ
れ
そ
の
頒
繁
度
を
表
し
て
ゐ
る
。

併
し
乍
ら
、
火
災
保
険
の
場
合
に
は
、
遺
憾
乍
ら
、
第
一
闘
の
如
き
典
相
的
曲
線
は
獲
ら
れ
な
い
。
損
害
山
中
の
不
規
則
性
に
閃
っ
て
、
分
布
曲
線
は

再
保
険
パ
こ
そ
こ
の
不
規
則
な
分
布
曲

京
右
針
穏
を
破
n
リ
或
ひ
は
左
に
或
ひ
は
右
に
自
由
に
偏
枕
川
ナ
る
。
こ
れ
に
針
し
、
プ
ウ
ラ
ウ
(
の
・
出

2
3
2
)
は、

ぃ
。
失
の
統
計
表
は
、

線
を
し
て
ず
ウ
見
の
誤
差
曲
線
に
一
致
せ
し
め
得
る
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
だ
が
、
現
貨
に
は
今
日
ま
で
こ
れ
は
殆
ん
ど
会
〈
達
成
せ
ら
れ
て
ゐ
な

ド
イ
ツ
の
火
災
保
険
株
式
合
枇
円
資
料
を
一
へ
八
六
乍
か
ら
一
九
一
六
年
ま
で
の
エ

1
レ
ン
ツ
ア
イ
グ
保
険
年
燥
に
よ
っ
て
作

州事M

酌今--

頃曹手?ヰ沖岨

成
し
た
も
の
で
あ
る
。

い
宮
、
乙
れ
よ

p
・
総
損
害
山
中
・
正
味
掛
告
山
一
a

め
平
均
値
を
夫
々
了
一

C
、

0
・
六
一

と
算
出
し
、
中
央
制

O
に
は
平
均
依
か
、
b
ω

偏
差
。
l
H
r
u
w
h
の
出
荷
車
を
も
っ
年
肢
を
、

+
H
k
d
平
均
値

か
ら
の
侃
長
町

1
5淡
の
抜
出
品
日
率
を
も
っ
年
数
を
、
+
凶
に
は

]
U
l
目
白
川
民
の
損
害
卒
を
も
っ
年
帆
棋
を
と
る
。

圃

綿損害率 i正味損害率

1886 1.14 0.65 
Si 1.]2 0.62 
88 l.ll 0.62 
8リ 1.09 O.日1
ao 1.12 0.63 

n 1.12 0.63 
92 1.29 0.58 
93 0.63 0.76 
94 1.16 0.66 

95 1.32 0.74 
9o 1.12 0.62 
07 1.14 0.63 
98 1.26 0.66 

1900 1.37 0.74 
01 1.30 0.70 
02 0.59 0.59 
O:j 1.14 0.61 
04 1.18 0.63 

05 1.03 0.56 
06 0.92 0.93 
07 1.25 053 
08 1.08 0.58 

09 1.00 0.53 
10 0.93 0.51 
11 1.35 0.64 
12 1.13 0.56 

13 0..57 
14 1.07 0.22 
15 1.06 0.45 
16 0.86 0.40 

第

再
保
険
形
惑
の
究
続
的
愛
展

第
四
十
六
巻

第
五
銃

A 
九

七
三
九
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再
保
険
形
態
の
究
械
的
受
展

一三~ーとφ2 -3 ." tS 

'S-

p 
d 

.j 。I 2 -3 

第
四
十
六
巻

七
四

O

九
O 

第
五
競

ー
日
等
に
づ
い
で
は
負
の
偏
，
光
が
同
機
に
と
ら

ιる。
か
く
し
て
第
三
闘
が
出
来
る
。

こ
札
を
見
札
ば
、

存
保
険
が
如
何
に

m劣
に
叫
E

U

て
ゐ
る
か
い
込
判
る
C

十
九
!
来
峰
山
成
せ

b
る

ベ
き
反
封
む
結
田
市
が
出
て
ゐ
る
c

即
ち
、

主
川
町
制
古
一
百
バ
ヰ
む
披

p
が
少
し

L
小
さ
〈
は
な
ら
ず

却
っ
て
総
損
害
卒
よ
り
も
大
宮
〈
な
ワ
て
ゐ
る
。
と
こ
】
o
t
、
こ
札
を
救
ほ
ん
が
矯
め
に
は
、

従
来
と
は
会
〈
契
る
形
態
一
U

再
保
肱
に
快
た
な
け
引
い
ば
な
、
b
ぬ
。
即
ち
、
過
去
多
数
年
の
耀

験
hr

、b
一
冗
受
保
険
者
は
損
生
半
円
分
布
地
紛
を
求
め
は
雪
、

次
に
は
オ
U
J
J
シ
ナ
ル
附
線
に
近

い
正
常
一
公
布
則
的
杭
を
作
る
。
さ
て
、
お
骸
年
度
の
判
明
告
が
そ
の
椛
車
偏
差
以
上
に
出
品
止
号
、

己
れ
を
起
沼
措
告
と
看
倣
し
再
保
険
に
附
す
る
と
言
ふ
方
法
が
と
、
ロ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
向
。

園

り
l
ベ
ゼ
ん
は
斯
担
て
つ
に
述
べ
る
。
注
目
ナ
ベ
〈
重
要
な
こ
と
は
、
彼
に
於
て
は
、
超
過

損
害
が
損
害
卒
む
大
き
さ
、
即
ち
、
確
率
偏
差
に
よ
っ
て
定
主
る
と
言
ふ
酷
で
あ
る
o

こ
れ

は
詔
常
の
意
味
む
、
従
っ
て
、
上
官
剤
取
扱
ひ
た
る
、
損
害
超
過
額
と
は
全

t
異
る
。
例
へ
ば
、

賞記

先
き
に
掲
げ
た
る
ベ
ル
ク
シ

ι
1
レ
1
サ
ア
に
於
て
も
、
損
害
の
絶
封
叡
に
よ
ワ
て
超
過
損

害
が
決
定
主
孔
て
ゐ
る
。
而
し
で
、
損
害
紐
劃
矧
に
振
る
己
と
こ
そ
、
ぞ
れ
白
本
来
で
あ
っ

て
、
こ

D
故
に
、
そ
れ
は
損
告
超
過
額
再
保
険
と
名
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

併
し
乍

b
、

填
補
額
が
常
に
保
険
料
と
関
聯
を
も
っ
以
上
、
保
険
者
に
と
っ
て
損
筈
の
程
度
は
車
な
る
絶

針
額
で
ほ
決
め
ら
れ
得
た
い
。
従
っ
て
、
話
常
の
損
告
超
過
阿
世
再
保
険
の
如
き
方
法
は
、
賃

際
適
用
上
の
簡
便
き
を
別
と
す
れ
ば
、
甚
だ
非
合
理
的
で
あ
る
。
こ
の
慰
、

P
1
.へ
ぜ
ル
白

方
法
は
根
め
て
科
皐
的
と
言
っ
て
よ
い
。
五
円
々
も
、

り
1
4
ぜ
ん
の
方
訟
を
と
る
限
り
に
於

て
、
始
め
て
、
超
過
損
告
に
封
ナ
る
再
保
除
の
統
計
数
準
的
基
礎
に
信
頼
を
出
血
昔
得
£
。
だ



が
、
と
D

際
考
慮
す
べ
き
は
、

こ
れ
が
た
品
に
は
砧
閉
め
て
長
期
に
亙
る
正
確
な
る
統
計
資
料
を
必
要
と
し
、
H
っ
、
賃
践
に
於
て
己
の
方
法
が
な
ほ
多
大

に
手
数
の
煩
改
を
要
求
す
る
主
言
ふ
知
で
あ
る
。

吟
味
の
第
二
は
、
再
保
険
者
側
の
事
情
に
つ
い
て
日
あ
る
。
私
は
、

と
t
A

で
の
と
れ
迄
の
考
察
を
す
べ
て
元
受
保
険
者
の
立
揚
か

ら
鴻
し
て
来
た
。

こ
れ
も
説
明
の
都
合
上
枇
へ
て
か
ミ
る
方
法
令
一
保
っ
た
の
で
る
る
。
併
し
、
私
が
従
来
度
々
主
張
す
る
如
〈
、
た

ピ
一
冗
受
保
険
者
の
み
の
立
場
に
立
つ
解
離
で
は
再
保
険
の
考
察
ぬ
一
方
的
で
る
り
片
手
落
で
あ
る
ョ
疋
時
怖
を
期
し
得
な
い
。
契
約
首

事
者
の
他
の
側
郎
ち
再
保
険
者
の
立
揚
も
併
せ
見
友
く
て
は
左
ら
む
。
然
ら
ば
、
再
保
険
者
の
側
に
立
て
ば
如
何
と
一
吉
田
ふ
に
、
事
態

は
可
成
り
臭
っ
て
来
ざ
る
を
得
な
い
。

、、

川
、
普
通
の
余
湖
沼
遇
制
一
内
保
険
に
於
て
は
一
光
交
保
険
者
は
た
受
保
険
契
約
の
締
結
と
同
時
に
そ
の
超
過
額
を
列
保
険
す
る
。
従

っ
て
、
再
保
険
者
は
そ
の
物
件
に
劃
す
る
一
死
受
保
険
者
の
業
務
廃
却
に
つ
い
て
監
督
す
る
の
徐
地
が
幾
ら
か
残
さ
れ
て
ゐ
る
と
言
へ

る
。
(
己
れ
も
一
帯
究
上
は
疑
問
で
あ
る
が
。
)
と
こ
ろ
が
、
損
害
超
過
額
再
保
険
に
於
て
は
、
再
保
険
者
へ
の
通
告
は
損
害
費
生
以
後
ま
た

全は
然一
元替
受業
f呆年
険度
者絡
ま了
7台、 ιL
せ後
でで
ああ

弓2:~) 弓

か
く
て
.
再
保
険
者
は
営
該
具
徳
的
危
険
に
封
し
て
珠
め
知
識
を
も
っ
と
と
は
全
く
同
来
な
い
。

ト
l
ラ
ン
の
言
葉
を
籍
り
て
言
へ
ば
、
再
保
険
者
は
全
く
プ
ラ
ト
ン
的
に
(
司
一
三
口
三
月
三
元
受

保
険
者
に
積
ら
ざ
る
を
得
た
い
の
で
あ
も
。
と
れ
は
再
保
険
者
に
と
っ
て
は
嘩
へ
難
き
不
安
の
種
と
な
る
。
人
或
ひ
は
、
こ
の
紋
陥

を
補
ふ
に
は
、
一
冗
受
保
険
者
の
業
務
出
席
理
に
つ
い
て
す
べ
て
の
必
要
な
る
閲
覧
の
機
利
を
一
件
保
険
者
に
賦
興
ず
れ
ば
よ
い
、
と
言
ふ
。

が
、
品
川
し
、
例
へ
ば
年
損
害
超
過
領
再
保
険
の
如
く
極
め
て
多
数
に
亙
る
危
険
に
到
し
て
、

こ
の
閲
覧
様
は
ど
れ
程
の
掛
川
旧
市
を
も
ち

得
る
だ
ら
う
か
。
否
定
的
に
答
へ
ざ
る
を
得
な
い
。

か
く
し
て
、

と
の
新
し
き
再
保
険
形
態
は
.
皐
に
そ
れ
丈
け
に
と
ピ
ま
る
限
り
、

再
保
険
形
態
の
究
械
的
波
展

第
四
十
六
巻

七
回

第
豆
競

7u 
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再
保
険
形
態
の
究
根
的
溌
展

第
四
十
六
巻

七
阿

第
五
銃

大」

再
保
険
者
に
は
著
し
く
不
利
に
働
く
。
従
っ
て
、
再
保
隙
者
と
し
て
は
元
受
保
険
者
を
信
頼
し
得
る
何
等
か
の
嫁
執
が
輿
へ
ら
れ
て

あ
ら
ね
ば
友
ら
ね
。

こ
の
損
害
超
過
額
再
保
険
形
態
白
憾
の
殻
展
が
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
。

こ
L
に、

川
円
、
た
ほ
と
の
他
に
再
保
険
者
側
に
立
っ
と
き
問
題
に
な
り
得
る
の
は
、
損
害
超
過
伺
再
保
険
に
於
て
損
害
超
過
額
1

1
若
く
は

平
常
損
容
制
|
|
の
決
定
が
主
と
し
て
一
光
交
保
険
者
側
の
事
情
に
甘
苦
c
再
保
険
者
の
事
情
に
は
殆
ん
ど
無
断
係
な
る
と
と
で
あ
る
む

、、

尤
も
、
普
通
の
令
一
相
超
過
知
再
保
険
に
於
て
も
こ
れ
と
同
じ
品
う
た
こ
と
が
二
一
一
口
へ
な
い
で
も
た
い
。

'F
二二

L

ハ何
V

T
し
ん
!
h
h
r
d

こ
れ
に
於
て
は

々
の
契
約
物
件
に
つ
い
て
の
保
険
金
額
の
超
過
額
が
問
題
と
さ
れ
る
。

再
保
険
者
と
し
て
は
、

そ
の
引
受
危
険
を
し

τ直

而
し
て
、

接
に
自
己
の
危
険
閤
挫
の
構
成
に
参
加
せ
し
め
得
る
。
査
し
、
新
し
く
引
受
け
ら
れ
た
る
危
険
と
そ
の
時
そ
の
時
に
存
在
す
る
危
険

閤
惜
の
各
危
険
と
が
同
一
保
陥
料
率
算
定
某
礎
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
、

い
ま
や
、
損
害
超
過
額
再
保
険
に
於
て
は
事
情
は
金

aZ
王
、

宍
，
刀

ぐ
異
る
。
再
保
険
者
は
そ
の
引
受
危
険
を
も
っ
て
い
き
な
り
自
己
の
危
険
闇
憶
に
参
加
せ
し
め
得
一
泣
い
。
何
故
か
た
れ
ば
、
そ
れ
ら

は
同
一
種
類
の
危
険
忙
は
属
せ
や
、
従
っ
て
ま
た
保
険
料
率
の
算
定
某
礎
を
具
に
す
る
か
ら
で
あ
か
。

(
勿
論
、
こ
の
場
合
で
も
、
異
る

種
類
の
危
険
の
聞
に
成
立
す
る
大
数
法
則
の
下
に
は
立
つ
が
O
)

た

r
、
か
L
る
危
険
が
再
保
険
者
に
於
て
極
め
て
多
数
集
成
せ
ら
る
L
な
ら

ば
と
も
か
く
|
(
乙
れ
は
優
良
た
る
関
際
取
引
地
盤
を
有
す
る
再
保
険
者
で
も
非
常
怠
る
困
難
を
仲
山

l
lさ
う
で
友
い
限
り
、
と

の
種
の
再
保
険
引
受
は
彼
に
と
っ
て
甚
だ
し
い
冒
険
を
意
味
す
る
。
な
段
、

こ
の
揚
合
、
彼
と
し
て
は
と
れ
を
更
に
他
へ
再
保
険
し

自
己
の
負
捨
を
軽
減
す
る
方
法
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
如
〈
で
あ
る
。
が
併
し
、

こ
の
程
の
危
険
を
引
受
け
る
複
再
保
険
者
を
見
出
す
の

は
恐
ら
く
極
め
て
困
難
で
あ
ら
う
。
そ
と
で
、
被
'
と
し
て
は
出
来
る
だ
け
そ
の
損
害
超
過
額
の
小
さ
か
ら
ん
こ
と
を
禿
交
保
険
者
に

要
求
す
る
。

が
、
一
冗
受
保
険
者
と
し
て
は
元
来
こ
の
新
し
き
再
保
険
形
態
が
意
味
を
も
つ
の
は
正
常
損
害
よ
り
の
偏
傍
た
る
著
大
の

26) Crucigcr， RV  von heute， S. 292. 
27) 28) Wagner， Grundzuge.， S. 19・



損
害
か
ら
自
己
を
救
ふ
と
言
ふ
端
で
あ
る
。
従
っ
て
、
京
害
程
過
舗
の
よ
り
小
さ
き
決
定
は
そ
れ
白
樽
彼
に
と
っ
て
ば
無
意
味
で
る

と
h

に
、
雨
者
間
の
針
立
が
起
り
、
一
遍
泊
傾
!

i

若
し
く
は
正
常
技
害
額
l
l
i
の
決
定
は
貫
際
問
題
左
し
て
解
決

し
難
き
に
ま
で
至
る
町
一
尤
も
か
や
う
な
一
肘
出
商
事
者
間
の
封
立
も
元
を
札
せ
ば
疋
常
山
県
害
額
の
数
接
的
統
計
的
決
定
の
困
難
に
大
に
基

る
。
か
く
し
て
、

回
し
て
ゐ
る
の
で
る
る
が
。

と
こ
ろ
が
、
甚
だ
問
接
的
・
消
極
的
で
あ
る
が
以
上
の
不
備
ま
た
は
針
立
を
幾
分
緩
和
す
る
の
道
が
一
つ
時
局
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ

は
損
害
超
過
額
再
保
険
形
態
に
比
例
再
保
険
形
態
を
結
び
つ
け
る
方
法
で
あ
る
。

、

、

、

、

、

一
般
的
に
一
一
面
へ
ば
、
超
過
矧
再
保
険
(
普
通
の
金
抑
制
超
過
知
再
保
険
)
が
元
受
保
険
者
側
の
立
場
か
ら
生
れ
た
る
M
M
態
で
あ
る
に
反
し

亡
、
比
例
時
保
険
は
尤
受
保
陥
北
刊
削
よ
り
弘
一
下
目
立
件
川
市
阪
市
刊
州
の
相
官
品
に
よ
っ
こ
生
れ
た
る
形
政
一

J

じ
め
ろ
。

院
は
戸
口
増
に
ゾ

l
ペ
ゼ

ル
や
マ
イ
ナ
ル
デ
ィ
を
引
用
し
て
、
比
例
存
保
険
に
於
て
は
危
険
の
す
ぺ
て
が
た
ピ
一
校
に
一
定
比
率
だ
け
小
さ
く
友
る
丈
け
で
あ

る
。
そ
乙
で
は
何
も
潟
じ
途
げ
ら
れ
な
い
。

そ
れ
は
不
』
真
正
の
再
保
険
で
あ
る
。
と
、
陳
ぺ
た
。
併
し
、

と
れ
は
既
に
断
っ
て
置
い

た
如
く
一
疋
受
保
険
者
の
立
場
に
立
つ
て
の
こ
と
で
あ
る
寸
反
針
に
、
再
保
険
者
と
し
て
は
こ
の
形
態
に
依
る
と
き
甚
だ
有
利
で
あ
る
。

却

マ
イ
十
ル
デ
ィ
は
「
比
例
再
保
険
は
元
受
保
険
者
を
搾
取
す
る
」
と
言
ふ
が
.
こ
の
言
葉
こ
そ
、
と
の
形
態
に
於

l
iと
の
場
合
、

け
る
再
保
険
者
側
の
釘
利
さ
の
如
何
に
犬
な
る
か
を
示
す
と
言
へ
る
。

l

J
印
ち
、
再
保
険
者
は
契
約
の
最
初
に
首
っ
て
元
受
保
険

者
の
白
枇
保
有
割
合
が
十
分
の
高
さ
を
も
っ
や
う
に
再
保
険
比
率
を
約
定
し
て
置
き
さ
へ
す
れ
ば
、
自
己
に
も
た
ら
さ
れ
る
ナ
べ
て

の
危
隙
は
一
本
文
保
険
者
の
よ
き
管
理
の
下
に
る
る
と
の
確
信
を
抱
き
得
る
。
従
っ
て
、
彼
は
事
情
の
必
や
し
も
さ
う
で
な
き
超
過
額

再
保
険
よ
り
本
好
ん
で
と
の
形
態
を
探
ぴ
と
り
、

そ
の
使
用
を
元
受
保
険
者
に
強
要
す
る
わ
け
で
る
る
。
勿
論
、

こ
の
要
求
が
資
現

再
保
険
形
態
の
究
械
的
受
展

第
四
十
六
巻

七
四
三

第
五
披

九
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再
保
険
形
惑
の
究
赦
的
後
展

第
四
十
六
巻
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七
四
回

第
五
銑

す
る
と
寄
と
は
一
に
再
保
険
者
の
勢
力
如
何
に
懸
る
と
と
ら
で
あ
る
。
一
般
に
、
再
保
険
者
の
勢
力
が
尤
交
保
険
者
の
そ
れ
よ
り
も

大
な
る
揚
合
ほ
ど
比
例
再
保
険
形
態
の
傾
向
が
著
し
い
。
比
例
再
保
険
形
態
が
保
険
企
業
集
中
運
動
の
著
し
き
揚
合
に
成
行
を
見
守
的

の
は
こ
の
則
一
山
に
恭
く
。

そ
れ
は
兎
も
角
、
再
保
険
者
と
し
て
は
力
の
及
ぶ
限
わ
り
比
例
再
保
険
形
態
を
寅
現
せ
ん
と
努
め
る
。

超
過
矧
一
刊
保
険
が
任
保
険
者
に
と
っ
て
不
利
従
な
形
態
と
一
百
ふ
の
は
、

そ
円
必
過
州
問
が
具
伸
的
組
制
組
に
上
つ
亡
定
め
ら
れ
、

結
局
、

従
っ
て
、
一
万

受
保
険
者
負
挽
制
L
L
円
保
険
者
負
抑
制
と
の
間
的
比
山
内
が
物
件
山
一
ん
に
よ
っ
て
M
A
り
ぞ
く
可
動
的
だ
か
ら
て
あ
♀
。

人
々
は
、
鹿
々
、
こ
れ
を
考
〈

n
J
 

迷
ひ
し
て
、
こ
山
形
態
に
於
一
三
冗
交
供
険
者
出

r
Mん
ご
パ
ヴ

γ

u

y

ス
ク
合
的
泊
制
と
し
亡
判
保
除

L
判
る
晶
、
ん
だ
、

1
1
1
H
u
v
o

併
し
、
と
れ
は
企
(

設
ヴ
て
ゐ
る
。
損
害
が
統
計
諮
り
に
辿
る
限
り
、

ま
た
、
保
険
料
率
さ
へ
危
険
の
程
度
に
腔
ピ
て
決
定
さ
れ
て
あ
る
限
り
、

皆
川
該
物
件
の
危
険
程
度
目

は大
あ 4、
りは
f寺会で
な〈
い、白、 E

O川う

で

も
ν、
λ 

己

と
で
あ
る。
従
っ
て
、

一
冗
受
保
険
者
と
し
て
も
特
に
バ
ッ
ド
・
ソ
ス
ク
を
超
過
額
と
し
て
再
保
険
の
封
象
に
捧
ぷ
型
自

か
や
う
に
、
超
過
額
再
保
険
形
態
は
一
花
受
保
険
者
に
有
利
に
働
き
、
反
射
に
、

比
例
再
保
険
形
態
は
再
保
険
者
に
有
利
に
作
別
ナ

る
。
市
し
て
、
商
品
判
事
者
の
う
ち
の
勢
力
の
よ
り
大
友
る
も
の
が
自
己
に
有
利
友
形
態
を
他
方
に
強
制
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
一

般
の
闘
係
で
あ
る
。
然
ら
は
、

と
の
封
立
は
と
の
ま
L

で
あ
っ
て
絶
到
に
他
忙
殺
和
の
道
は
な
い
か
と
言
ふ
と
、

さ
う
で
は
な
い
。

表
現
を
換
へ
て
守
一
日
へ
ば
、
超
過
翻
再
保
険
形
態
と
比
例
再
保
険
形
態
と
の
二
者
い
づ
れ
か
の
ほ
か
に
他
に
遁
営
た
形
態
は
る
り
得
た

い
か
と
一
一
一
一
日
ふ
に
、
決
し
て
無
い
わ
け
で
は
た
い
。
そ
の
中
間
形
態
ま
た
は
混
合
形
態
と
し
て
の
比
例
超
過
期
再
保
険

(
0
5
5出
足
。
.

ニ町一品。=三円

T
q
z
E
5『
ロ
コ
同
)
が
存
ず
る
。
而
し
て
、
そ
れ
は
、

中
間
形
陸
で
る
る
丈
け
そ
れ
丈
け
、

さ
き
に
述
ぺ
た
針
立
の
終
和
に

役
立
ち
得
る
。

右
の
考
察
は
、
営
一
初
に
断
っ
て
置
い
た
や
う
に
、
普
通
の
金
額
再
保
険
に
闘
し
て
ピ
あ
る
、
が
、
今
や
と
れ
と
全
く
同
様
の
と
と
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再
保
険
形
趨
の
究
根
的
資
展

第
四
十
六
巻

七
四
六

第
五
銭

九
六

は
、
何
よ
り
も
先
づ
、
元
受
保
険
者
に
於
け
る
異
常
損
害
の
填
補
が
目
的
と
せ
ら
れ
る
。
従
来
の
如
〈
、

一
疋
交
保
険
金
制
の
一
部
を

再
保
険
に
附
す
る
と
-
一
一
日
ふ
間
接
的
た
、
従
っ
て
屡
々
不
士
分
た
方
法
は
府
び
ら
れ
な
い
。
五
常
損
害
上
ゅ
の
偏
侍
が
直
接
に
再
保
険

一
疋
交
保
険
者
は
自
己
に
到
す
る
異
常
な
余
融
的
給
付
嬰
求
山
ら
完
全
に
身
そ
護
る
手
段
が
阻
ハ

へ
ら
れ
め
。
製
品
判
例
へ
ば
リ

l

へ
ゼ
ル
ば
と
の
再
保
険
実
約
を
ク
レ
デ
ィ
ツ
ト
調
達
契
約

(
{
C
O
L
-
z
g
2
Z
口一
E
D弓
Gi--
回
目
)
左
一
吉
ひ
、

ヘ
ル
マ
ン
ス

F
ル
ブ
ア
は
一
一
維
の
銀
行
業
均
一
口

2
k
r
ユロ
=}fz円
一
}
二
百
)
と
考
へ
て
ゐ
石
が
，
三
れ
ら
は
、
み
な
、
こ
の
M
M
肢
の
峨

者
堤
怖
の
針
象
と
な
る
。

か
く
し
て
、

能
が
一
花
受
保
険
者
常
安
全
に
導
く
と
と
に
着
目
す
る
か
ら
で
あ
る
。

再
保
険
形
態
は
途
に
か
a
h

る
稜
展
に
ま
?
到
達
し
た
。
し
か
ら
ば
、

と
の
形
態
が
最
も
完
全
瑚
想
的
で
あ
る
か
と
一
吉
ふ
と
決
し
て

さ
う
で
は
な
い
。

第
一
に
は
、
そ
れ
が
依
嫁
す
る
基
礎
が
左
ほ
十
分
陀
確
立
し
て
ゐ
な
い
。
即
ち
、
超
過
額
を
決
定
す
べ
き
正
常
損
害
額
の
算
定
方

法
が
友
ほ
皐
左
る
敷
島
一
・
的
試
論
の
範
閣
内
に
と
Y
ま
っ
て
賓
際
的
過
刷
の
域
に
達
し
て
ゐ
な
い
。
尤
も
、
と
れ
と
同
様
の
こ
と
は
普

通
一
般
の
金
傾
再
保
険
に
於
け
る
元
交
保
険
者
自
社
保
有
限
度
の
決
定
に
つ
い
て
も
言
ひ
得
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
車
に
と

L
で
の
形

態
即
ち
損
害
超
過
額
再
保
険
の
み
の
問
題
で
は
た
い
。
併
し
乍
ら
、
再
保
険
形
態
の
筑
桜
的
環
展
と
し
て
、
特
に
、
普
通
の
金
額
再

保
険
忙
於
け
る
自
社
保
有
限
度
の
合
理
的
決
定
の
困
難
か
ら
兎
れ
得
る
方
法
と
し
て
、
褒
生
し
た
る
限
り
、

と
の
新
形
態
の
成
立
す

る
基
礎
僚
件
た
る
疋
常
損
害
額
の
決
定
が
特
に
吟
味
の
封
象
と
友
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
而
し
て
、
も
し
そ
れ
が
正
し
く
統
計
数
皐

的
恭
礎
に
立
た
ん
と
す
る
友
ら
ば
、
損
害
総
劃
額
ま
た
は
損
害
額
の

J

定
割
合
を
ば

E
常
損
害
と
は
せ
や
し
て
、

リ
ー
ペ
ゼ
ル
の
研

究
の
如
〈
損
害
率
の
確
率
偏
差
を
問
題
と
す
る
形
態
を
必
宇
採
ら
ね
ば
た
ら
ぬ
。
通
常
の
損
害
超
過
額
再
保
険
で
あ
っ
て
は
な
ら
た

Riel】eseJ1，. Wie beeinflusst.， S. 90. 
Herrmannsdorfer， Technik.， S.. 74・
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ν、
。

第
こ
に
は
、

乙
の
形
態
の
費
生
理
由
が
専
ら
元
受
保
険
者
側
に
る
る
が
た
め
に
、
問
題
が
再
保
働
者
側
か
ら
提
起
さ
れ
た
。
成
る

程
、
一
疋
を
札
せ
ば
、

乙
の
再
保
険
形
態
自
慌
の
笈
生
は
一
疋
交
保
険
者
の
問
己
擁
護
に
そ
の
本
械
を
有
ず
る
。
が
、
有
も
そ
れ
が
契
約

賞
事
者
間
の
構
成
借
で
あ
る
以
上
.
徐
り
に
一
方
的
在
る
揚
合
に
は
必
中
反
動
を
惹
き
起
す
。
か
く
し
て
、
再
保
険
者
側
か
ら
の
要

請
が
起
り
、

と
の
結
呆
‘
草
純
友
る
損
害
超
過
額
再
保
険
形
態
の
代
り
に
比
例
・
損
害
超
過
楠
再
保
険
形
態
な
る
中
間
形
態
が
後
生

し
た
の
で
あ
る
。

と
れ
に
よ
っ
て
、
雨
営
事
者
聞
の
針
立
は
幾
分
緩
和
さ
れ
た
と
言
へ
る
。
併
し
、
現
賓
の
事
態
は
常
に
よ
り
大
友

め
勢
力
佐
も
つ
者
に
有
利
に
展
附
す
る

3

と
の
中
間
形
態
た
る
比
例
・
損
害
超
過
刻
再
保
険
も
従
勺
て
再
保
険
者
側
が
可
成
り
大
な

5
勢
力
炉
「
τ
k
u
コ
間
前
L
3
3

可
霊
こ
E
F
L
r
、

J
J
;
J
t
t
'
j
J
E
G
F
B
t
訓

tvl

b
H
L
h
f
f
h
J
「
と
ご
コ
E
m
T
Z
E
3
1
H
U
d
Y
E
A
-〉
h
t
E』

3
:
tヨ
足

〉

E
、。

J
f
i
-
-
r
v
♂
4
4
J
，t
u
z
d
同
t
Hは
い
布

A
A
見
，
司

F
H
J
i
1
3
・2
E仁
川
山

F
歩
ら
し

し
か
ら
ば
、
そ
の
一
般
的
傾
向
は
如
何
と
見
る
に
、

こ
れ
に
就
い
て
、

ワ
グ
ナ
ア
は
、

「
年
損
害
超
過
額
再
保
険
は
ま
さ
し
く
再

保
険
者
の
事
業
を
危
険
に
導
く
虞
を
も
っ
。

iJ{ 

そ
れ
に
も
拘
ら
や
、
再
保
険
者
側
白
樫
が
こ
の
再
保
険
形
態
を
近
き
勝
来
の
契

約
形
態
と
見
て
ゐ
る
。

却

つ
L
あ
る
o
」
と
漣
べ
亡
ゐ
る
。
併
し
、
五
回
K

は
、
他
方
に
、
園
際
的
に
ま
で
絶
大
な
勢
力
を
も
っ
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
再
保
険
曾
枇
の
如
き

再
保
険
の
設
展
は
盆
身
元
交
保
険
者
側
の
事
業
経
過

(
C
S岳
山
口

ω
Z
E
C
3
を
安
定
さ
ず
ぺ
き
方
向
に
進
み

が
漸
市
引
に
多
数
の
一
元
交
保
険
命
日
枇
を
支
配
し
こ
れ
ら
を
自
ら
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
傘
下
に
牧
め
て
行
く
の
を
見
る
と
き
は
、
必
宇
し
も

直
ち
に
は
こ
の
ワ
グ
ナ
ア
の
如
〈
に
は
考
へ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
忠
ふ
。
(
一
一
一
一
・
三
・
ご

再
保
険
形
態
の
究
極
的
受
展

第
四
十
六
巻

七
四
七

第
五
競

九
七
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